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１．はじめに

２．「全電発票」について

中国における公式領収書(以下、｢発票｣)は、税務局発行の冊子(複写)になります。コロナ禍だっ

たこの2年ほどは｢紙の発票｣以外にも｢PDF版発票｣が使われてきました。PDF版ですと電子メールや

ウィチャットで送付できるので、徐々に浸透してきたところでした。

【発票の発行方法】

①税金管理専用端末をパソコンに接続

②税務システムに税務情報を入力

③専用プリンターで印刷(PDF版にする場合は、税務システムの画面で｢電子発票｣を選択)

｢電子発票｣(＝｢PDF版発票｣)か｢普通発票｣(＝｢紙の発票｣)が選べる税務システム画面

一方で、国務院弁公庁は徴税管理の更なる改革を進めるべく、｢2025年までの発票の全面電子化

(全電発票)｣を打ち出し、大連では今年1月から四川省、厦門、天津、青島などとともに｢全電発票｣

の試行が始まりました。そこで今回は、現在中国で普及中の｢全電発票｣について紹介したいと思い

ます。 

｢全電発票｣は、発票の発行から受取まで全て税務局のシステム内で完結させてしまうものです。

（１）発行と受取

パソコンや携帯から税務局制定の｢電子発票服務平台(プラットフォーム)｣に登録して発行しま

す。発行後、領収書データファイルが自動的に電子発票服務平台内にある領収書受取人の税務デ

ジタル口座または受取人指定のメールアドレスに送信されます。また受取人が｢全電発票｣発行時

と同じ画面から操作することで、電子メールやQRコード読み取りにより受取ることもできます。 
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３．試行段階での課題

【「電子発票服務平台」の画面例（都市によって異なる）】 （左：青島市、右：大連市）

（２）旧来の発票との変更点

｢全電発票｣の記載内容は旧来の発票に比べシンプルになりました。購入者側と販売者側の情報

入力を簡略化し、受取人(集金者)や再審査者欄を削除、発票専用印鑑を押印不要とするなど、よ

り使いやすく実用的になりました。

また一部業種について、旧来の発票では備考欄に業務内容の記載が必要でしたが、｢全電発票｣

では不要になりました。 

旧来の紙の発票

（３）｢全電発票｣の真偽の確認方法

｢全国増値税発票査験平台(検査プラットフォーム)｣に登録し、請求書コードや請求書番号など

の基本情報を入力すると、全電発票情報が確認できます。(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)

（１）税務デジタル口座の開設とメール自動受信されないケース

電子発票服務平台内にある領収書受取人の税務デジタル口座がまだ開設できていない企業があ

ります。また｢全電発票｣発行後、領収書受取人指定のメールアドレスにうまく自動送信されない

ケースがありました。

（２）重複精算の防止

｢全電発票｣は、紙の領収書と違って何回も印刷することができるため、二重印刷・二重精算し

てしまう恐れがあります。重複精算を防止するには、発票を受取ったら、パソコンに電子データ

を保存のうえ、別途｢電子領収書管理台帳｣に記帳管理することをお勧めします。

現在普及中の「全電発票」⇒
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４．おわりに

海外ビジネス情報

発行：北陸銀行 ほくりく長城会事務局
〒920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス4F

（（株）人材情報センター内）

TEL: (076)254-6500 FAX: (076)254-6565

E-mail:info@chojo-hokugin.jp

＜ご注意＞文中意見は筆者の個人的見解であり、北陸銀行としての見解の反映ではありません。当レポートは作成時点の経済状

況に基づき、情報提供のみを目的に作成したものです。

記載内容についてはご利用者のご判断と責任のもと、ご利用くださいますようお願いいたします。

（３）電子領収書の保存

｢全電発票｣の保存は電子データのみでよいことになっていますが、現在は紙と電子データが併

存しているため、実務的には電子データを印刷して紙で保存する企業が圧倒的に多いです。

（４）旧来の発票冊子の発行終了

税務局では今後、新規の発票冊子を発行しないとしており、手持ちの発票用紙を使い切った場

合、必然的に｢全電発票｣に切替えることになります。 

中国は2025年全国発票電子化に向け、現在｢全電発票｣への移行段階にあります。

｢全電発票｣は税務局で発票冊子を受取る必要がなく、専用端末も不要で入力項目も少なく、事務

負担やコスト削減などの利点があります。また｢全電発票｣は全国で統一管理されるため、偽発票防

止や税務当局による脱税行為の監督にも役立ちます。

【領収書の発行側・受取側として感じたこと】

●購入側と販売側の情報の簡略化

｢全電発票｣は、会社名と税務番号だけで領収書が発行できます。旧来の発票では、会社名・税務

番号のほかに｢会社住所、電話番号、取引銀行・支店名・口座番号｣も記入することになっていたの

で、企業情報の漏洩リスクがありました。

●発票専用印鑑の押印不要

紙の発票発行時には、発票専用印鑑を押印しなければなりませんでした。しかも押印場所も指定

されていて、発票を大量に発行する企業にとって、大変な事務負担でした。これが｢全電発票｣では

押印が不要になるため、企業には歓迎されると思います。 


